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産
の
取
扱
い
」
と
「
合
併
の
期

日
」
の
２
項
目
。「
財
産
の
取

扱
い
」
に
つ
い
て
は
、
藤
沢
町

の
独
自
施
策
で
あ
る
「
藤
沢
型

基
金
」
に
対
す
る
理
解
を
深
め

る
時
間
が
必
要
と
の
意
見
が
出

さ
れ
、
採
決
を
次
回
以
降
に
持

ち
越
し
ま
し
た
。「
合
併
の
期

日
」
に
つ
い
て
も
、
財
産
の
取

扱
い
と
同
時
採
決
が
望
ま
し
い

と
い
う
理
由
か
ら
継
続
協
議
と

し
ま
し
た
。

　

第
12
回
協
議
会
で
は
、
前
回

継
続
協
議
と
し
た
「
財
産
の
取

扱
い
」
と
「
合
併
の
期
日
」
の

２
項
目
に
つ
い
て
協
議
し
、
決

定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
う
ち「
財
産
の
取
扱
い
」

は
、
藤
沢
町
の
財
産
お
よ
び
債

権
債
務
を
一
関
市
へ
引
き
継
ぐ

こ
と
と
し
ま
し
た
が
、
藤
沢
型

基
金
は
合
併
前
に
基
金
に
関
す

る
条
例
を
廃
止
す
る
な
ど
し
て

新
市
へ
は
持
ち
込
ま
な
い
こ
と

を
確
認
し
ま
し
た
。「
合
併
の

期
日
」
は
提
案
の
と
お
り
、
平

成
23
年
９
月
26
日
に
決
定
し
ま

し
た
。

　

両
市
町
で
は
10
月
中
旬
か
ら

住
民
へ
の
説
明
会
を
開
催
し
、

合
併
協
議
会
で
決
定
し
た
協
定

項
目
や
新
市
基
本
計
画
な
ど
の

内
容
を
示
し
、
住
民
と
意
見
交

換
を
行
い
ま
す
。

６

　
一
関
市
・
藤
沢
町
合
併
協
議

会
は
９
月
17
日
に
第
11
回
協
議

会
を
、
９
月
27
日
に
第
12
回
協

議
会
を
一
関
市
役
所
で
開
き
ま

し
た
。

　
協
議
会
は
当
初
予
定
よ
り
１

回
多
い
、12
回
の
開
催
と
な
り
、

全
24
項
目
の
協
定
項
目
を
す
べ

て
決
定
し
、
協
議
を
終
了
し
ま

し
た
。

�y　

第
11
回
協
議
会
で
は
前
回
ま

で
に
提
案
の
あ
っ
た
「
議
員
定

数
・
任
期
の
取
扱
い
」
や
「
地

域
自
治
区
等
の
設
置
」
な
ど
８

項
目
を
協
議
し
、
６
項
目
を
決

定
し
ま
し
た
。

　

継
続
協
議
と
し
た
の
は
「
財

　農業法人が国営農地を取得する際の費用を支援
する藤沢町の独自施策。農業法人が金融機関から
農地取得費用を借りた場合、その返済額を基金か
ら貸し付けるもの。藤沢地域だけの制度として新市
が継続運営することは公平性の面で課題が生じるた
め、新市へ持ち込まないことを確認しました。

1会議の議長を務める勝部会長（一関市長）
2幼稚園について意見を述べる小梨委員
3協議事項の採決を行う協議会委員

全項目の協議終了
 第11回・第12回協議会を開催

基
金
を
説
明
す
る
畠
山
町
長

10月中旬から住民への説明会を実施

１２

３

　

勝
部
市
長
は
「
協
議
会
で
決

定
し
た
内
容
を
ま
と
め
、
住
民

の
皆
さ
ん
に
で
き
る
だ
け
わ
か

り
や
す
く
説
明
し
、
新
市
の
姿

へ
の
理
解
を
い
た
だ
け
る
よ
う

努
力
す
る
」
と
述
べ
ま
し
た
。

畠
山
町
長
も
「
き
ち
ん
と
説
明

し
、
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
色
々

な
ご
意
見
を
伺
い
、
合
併
へ
の

着
実
な
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
た

い
」
と
語
り
ま
し
た
。
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   藤沢町議会議員

公立幼稚園の保育料などの比較
区分 一関市 藤沢町

保育料 月額 7,000 円
  預かり保育は実施していません。給食     
（おかずのみ）は全 10園のうち１園のみ
で実施、上記料金には含みません。

月額 22,200 円
   上記料金には、給食費4,300円、預かり
保育料12,400円を含みます。

入園料 9,000 円 5,000 円

通園費
補助等

　通園費の補助制度はありません。
一部の園では通園バスによる送迎
があります。

　通園費の補助制度があります。（片
道３キロ以上の場合に助成）通園バ
スはなく、小学校スクールバスを利用。

決定した協定項目

①
藤
沢
町
の
保
育
所
の
運
営
（
幼

稚
園
と
の
一
体
的
保
育
）
に
つ
い

て
、
藤
沢
保
育
園
と
黄
海
保
育
園

は
合
併
次
年
度
を
め
ど
に
認
定
こ

ど
も
園
へ
の
移
行
を
含
め
調
整
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
新
沼
保
育

園
は
現
行
ど
お
り
に
し
ま
し
た
。

②
保
育
料
（
軽
減
措
置
含
む
）、

一
時
預
か
り
料
、延
長
保
育
料
は
、

合
併
次
年
度
か
ら
一
関
市
の
制
度

に
統
一
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

③
藤
沢
町
で
行
っ
て
い
る
保
育
施
設

通
園
援
助
費
は
、
合
併
年
度
を
含

め
た
３
カ
年
度
間
の
経
過
措
置
と

し
て
実
施
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

④
藤
沢
町
で
行
っ
て
い
る
登
・
降

園
時
の
小
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
利

用
は
、
当
面
、
継
続
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

問
　
藤
沢
町
で
は
幼
保
一
体
と
と

も
に
、
小
学
校
と
の
連
携
も
図
り

な
が
ら
保
育
所
・
幼
稚
園
の
運
営

が
な
さ
れ
て
き
た
。
合
併
後
、
幼

保
小
の
連
携
は
ど
の
よ
う
に
な
る

の
か
。

   

藤
沢
町
が
所
有
す
る
財
産
お
よ

び
債
権
債
務
は
、
す
べ
て
一
関
市

に
引
き
継
ぐ
こ
と
に
し
ま
し
た
。  

   

な
お
、
藤
沢
町
の
独
自
施
策
で

あ
る
藤
沢
型
基
金
は
、
合
併
前
に

同
基
金
に
関
す
る
町
条
例
を
廃
止

し
、
新
市
に
は
持
ち
込
ま
な
い
こ

と
を
確
認
し
ま
し
た
。

財
産
の
取
扱
い

協定項目
５

   
合
併
特
例
法
の
定
数
特
例
を
適

用
し
、
現
在
の
一
関
市
議
会
議
員

の
残
任
期
間
に
限
り
、
議
員
定
数

議
会
の
議
員
の
定
数

及
び
任
期
の
取
扱
い

公
立
幼
稚
園

協定項目
22⑲

①
藤
沢
町
の
幼
稚
園
の
運
営
（
保

育
所
と
の
一
体
的
保
育
）
に
つ
い

て
は
、
合
併
次
年
度
を
め
ど
に
認

定
こ
ど
も
園
へ
の
移
行
を
含
め
調

整
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

②
保
育
料
（
給
食
費
、
預
か
り
保

育
料
は
除
く
）、
入
園
料
の
額
お

よ
び
減
免
に
つ
い
て
は
、
合
併
次

年
度
か
ら
一
関
市
の
制
度
に
統
一

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

③
藤
沢
町
の
幼
稚
園
に
お
け
る
預

か
り
保
育
に
つ
い
て
は
、
平
日
と

長
期
休
業
に
つ
い
て
継
続
し
て
実

施
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

④
藤
沢
町
で
行
っ
て
い
る
通
園
費

補
助
金
に
つ
い
て
は
、
合
併
年
度

を
含
め
た
３
カ
年
度
間
の
経
過
措

置
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。

⑤
藤
沢
町
の
幼
稚
園
に
お
け
る

登
・
降
園
時
の
小
学
校
ス
ク
ー
ル

バ
ス
利
用
に
つ
い
て
は
、
当
面
、

継
続
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

同
基
金
は
合
併
前
に
民
間
の
社

団
法
人
で
あ
る
藤
沢
農
業
振
興
公

社
に
譲
渡
し
、
公
社
が
管
理
運
用

し
ま
す
。
運
用
終
了
後
の
基
金
財

産
は
新
市
に
帰
属
し
ま
す
。

問　

藤
沢
型
基
金
の
廃
止
条
例
を

提
案
す
る
時
期
と
そ
の
条
例
を
施

行
す
る
の
は
い
つ
か
。

答
（
町
長
）　

平
成
23
年
３
月
の

町
議
会
で
藤
沢
型
基
金
の
廃
止
条

例
を
提
案
し
、
同
年
３
月
31
日
付

で
廃
止
す
る
。

問　

運
用
終
了
後
、
藤
沢
型
基
金

は
新
市
へ
帰
属
す
る
こ
と
に
し
て

い
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し

て
約
束
す
る
の
か
。

答
（
町
担
当
課
長
）　
藤
沢
型
基

金
の
譲
渡
先
で
あ
る(

社)

藤
沢

農
業
振
興
公
社
と
藤
沢
町
の
間
で

「
財
産
の
譲
渡
に
関
す
る
契
約
」

を
締
結
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ

の
契
約
に
最
終
的
な
藤
沢
型
基
金

の
新
市
へ
の
帰
属
を
規
定
す
る
。

ま
た
、(

社)

藤
沢
農
業
振
興
公

社
で
は
、
譲
渡
さ
れ
た
藤
沢
型
基

金
を
「
業
務
方
法
書
」
に
基
づ
き

管
理
運
用
す
る
が
、
こ
の
方
法
書

に
も
最
終
的
な
藤
沢
型
基
金
の
新

市
へ
の
帰
属
を
規
定
す
る
こ
と
に

し
て
い
る
。

答
（
２
号
幹
事
）　
幼
稚
園
と
保

育
園
の
一
体
的
な
保
育
は
、
認
定

こ
ど
も
園
制
度
の
な
か
で
実
施
し

て
い
く
。
小
学
校
と
の
交
流
・
連

携
は
隣
接
地
に
幼
稚
園
・
保
育
園

施
設
を
配
置
し
、
こ
れ
ま
で
ど
お

り
行
っ
て
い
く
。

を
37
人
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。（
現
一
関
市
の
定
数
34
人
か

ら
３
人
増
員
）

　

３
人
の
定
数
増
に
つ
い
て
は
、

藤
沢
町
の
区
域
を
選
挙
区
と
し
、

合
併
後
50
日
以
内
に
増
員
選
挙
を

実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

   一関市議会議員

現在

新市全域で選挙

合併 合併後最初
の一般選挙

現一関市議会議員の残任期間合
併
時

に
失
職

　　
　　　 一関市 34 人

34 人

10 人

34 人 在
任

　　 　藤沢町３人

37 人

旧藤沢町区域から
３人の議員を選出
（合併後50日以内に選挙）

協定項目
６

保
育
所

協定項目
22⑨

第11回、第12回協議会
協議事項 (8件)　▼財産の取扱い▼合併の期日▼議会議員の定数及び任期の取扱い
▼地域自治区等の設置▼町名・字名の取扱い▼保育所▼公立幼稚園▼新市基本計画

第11回協議会【開催日】9月17日【会 場】一関市役所

①
一
関
市
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

②
藤
沢
町
に
つ
い
て
は
、「
一
関

市
」
の
後
に
地
域
自
治
区
名
「
藤

沢
町
」
を
付
し
、
現
行
の
字
名
を

継
承
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

③
地
域
自
治
区
名
に
付
く
「
町
」

は
「
ち
ょ
う
」
と
読
む
こ
と
に
し

ま
し
た
。
な
お
、
地
域
自
治
区
設

置
期
間
終
了
後
も
設
置
期
間
の
地

名
を
継
承
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

町
名
・
字
名
の
取
扱
い

協定項目
12

岩手県 東磐井郡
藤沢町藤沢字町裏105

岩手県 一関市
藤沢町藤沢字町裏105

現在

合併後

協議事項 (2件)　▼財産の取扱い▼合併の期日
第12回協議会【開催日】9月27日【会 場】一関市役所

藤
沢
町
立
黄
海
幼
稚
園
・
保

育
園
の
園
児
の
み
な
さ
ん

合
併
の
期
日

協定項目
２

　

合
併
の
期
日
は
、
平
成
23
年
９

月
26
日
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。

　

合
併
期
日
ま
で
に
両
市
町
で
異

な
る
電
算
シ
ス
テ
ム
を
統
合
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
電
算
シ
ス
テ

ム
の
統
合
作
業
に
は
９
カ
月
を
要

す
る
見
通
し
で
す
。

　

ま
た
、
合
併
に
は
、
▽
合
併
協

定
書
へ
の
調
印
▽
両
市
町
議
会
で

の
合
併
議
決
▽
県
知
事
へ
の
申
請

▽
県
議
会
で
の
議
決
▽
総
務
大
臣

へ
の
届
け
出
▽
総
務
大
臣
の
告

示
ー
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
、

一
定
の
期
間
を
要
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

認定こども園 
  　幼稚園や保育所等のうち、就学前の教
育と保育を一体的に行う機能および地域
における子育て機能を備え、都道府県知
事が認定した施設。
　少子化や共働き世帯の増加など現在
の需要に対応するため、平成18年に国で
制度化しました。　

保育所の保育料などの比較
区分 一関市 藤沢町
保育料 月額 0円～ 67,600 円

　 所得および年齢に応じて決定します。
一関市と同じです。

保育料
の軽減

○ 扶養する第３子以降は無料。
○ 父子家庭で非課税世帯は無料。

○ １世帯から３人以上が同時に入所し
　 ている場合、３人目以降は無料。
○ 父子家庭で非課税世帯は無料。

通園費
補助等

○ 平成１７年9月以降に閉園し遠距離通
　 園となった地域で補助制度があります。
○ バスによる送迎はありません。

○  通園費の補助制度があります。（片道
      ３キロ以上の場合に助成）
○  小学校スクールバスを利用。
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この印刷物は環境にやさしい
大豆油インキを使用しています。 再生紙を使用しています

印
刷
／
内
藤
印
刷
㈲

　

合
併
特
例
法
の
規
定
に
基
づ

き
、
合
併
前
の
藤
沢
町
の
区
域
に

「
地
域
自
治
区
」
を
設
置
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
合
併
特
例
法
の
規
定
に

基
づ
き
一
関
市
と
藤
沢
町
の
協
議

に
よ
り
定
め
る
事
項
お
よ
び
そ
の

地
域
自
治
区
等
の
設
置

協定項目
24

　

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方
針
、
新

市
の
主
要
施
策
、
新
市
に
お
け
る

県
事
業
、
財
政
計
画
な
ど
を
盛
り

込
ん
だ
新
市
基
本
計
画
を
定
め
ま

し
た
。
計
画
期
間
は
合
併
年
度
か

ら
平
成
27
年
度
ま
で
で
す
。
た
だ

し
、
財
政
計
画
は
平
成
33
年
度
ま

で
と
し
て
い
ま
す

◆
新
市
の
将
来
像

「
人
と
人
、
地
域
と
地
域
が
結
び
合

い
未
来
輝
く　

い
ち
の
せ
き
」

◆
基
本
目
標

１
．
地
域
資
源
を
生
み
育
て
賑
わ

　

い
と
活
力
あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く
り

２
．
み
ん
な
で
支
え
合
い
共
に
創

　

る
安
全
・
安
心
の
ま
ち
づ
く
り

３
．
人
を
育
み
文
化
を
創
造
す
る

　

生
き
が
い
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り

４
．
人
と
情
報
が
活
発
に
行
き
交
う

　

ふ
れ
あ
い
と
連
携
の
ま
ち
づ
く
り

５
．
水
と
緑
を
守
り
育
み
自
然
と

　

共
生
す
る
ま
ち
づ
く
り

◆
計
画
推
進

１
．
市
民
主
体
の
地
域
づ
く
り
活

　

動
の
促
進

２
．
市
民
と
行
政
と
の
協
働
に
よ
る

　

ま
ち
づ
く
り
の
推
進

新
市
基
本
計
画

協定項目
23

  地域自治区の設置に関する協議書の主な内容 

名 称   地域自治区の名称は「藤沢町」とします。

設置期間
  合併の日から１年を経過した後の最初の３月 31 日まで
 （平成 25 年３月 31 日まで）

事 務 所   一関市役所藤沢支所（現在の藤沢町自治センター）

区 長
  特別職の地域自治区長を置きます。
  任期は地域自治区設置期間（平成 25 年３月 31 日まで）

地 域
協 議 会

 ●委員：15名以内とし、藤沢地域内に住所を有する方で
　 ▽公共団体から推薦された者、▽学識経験有する者
　  ▽公募に応じた者ーから市長が選任する者。

 ●権限：各種地域計画に関する事項、公の施設の設置、廃
     止および管理運営に関する事項、その他藤沢地域に係る
      重要な事項について審議し、意見を述べることができます。

他
必
要
な
事
項
は
「
地
域
自
治
区

の
設
置
に
関
す
る
協
議
書
」
に
よ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

意
見　

合
併
に
対
す
る
藤
沢
町
民

の
不
安
が
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。

地
域
自
治
区
の
設
置
に
よ
り
、
い

く
ら
か
で
も
藤
沢
町
民
の
不
安
解

消
に
つ
な
が
り
、
合
併
へ
の
理
解

が
深
ま
る
の
で
あ
れ
ば
、
地
域
自

治
区
の
設
置
に
賛
成
し
た
い
。

　　合併に関する住民への説明会開催
　一関市および藤沢町では合併に関する住民への説明
会を 10 月中旬から開催します。日程や会場について
は両市町の広報やチラシなどでお知らせします。
　詳しくは両市町の合併担当窓口にお問い合わせくだ
さい。両市町の合併担当窓口は下記のとおりです。

○ 一関市企画振興部企画調整課    0191 (21) 2111（内8731）
○ 藤沢町総務企画課　　　　　  0191 (63) 2111（内321）

決定した協定項目
第11回、第12回協議会

地
域
自
治
区
の
事
務
所
と
な

る
藤
沢
町
自
治
セ
ン
タ
ー

３
．
行
政
体
制
の
充
実
と
健
全
な

　

財
政
運
営

４
．
広
域
連
携
の
推
進

新市基本計画の
要点をまとめた
概要版を全世帯
に配付していま
す。住民説明会
にはこの資料を
お持ちください。

に配付していま
す。住民説明会
にはこの資料を

4一関市・藤沢町合併協議会だより 第６号


